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小売等役務の追加料金 
 

 

小売等役務の追加料金の種類 

 

 小売等役務（○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）を指定して出願す

る場合、出願時に下記の追加料金Ａ～Ｄが必要になる場合があります。調査のみを行う場合にも同様です。

なお、登録時の費用は、通常の商標登録出願の場合と同一です。 

 

Ａ．通常小売の追加料金 

 2以上の小売等役務（35K○○（35K99を含む。））を指定する場合、（小売等役務が属する分類枠の数－1）

×3,000円が加算されます。小売等役務が属する分類枠の数は、小売等役務を区分する下記の分類枠（四

角形）によって判断します。 

 ただし、「飲食料品の小売等役務」（35K03）については、分類枠の数の合計が10を超える場合であって

も10として判断します。従って、35K03の全ての役務を含む「飲食料品の小売等役務」を指定した場合

は、10として判断します。 

 なお、下記の分類枠は、類似商品・役務審査基準の分類枠と比べると、その一部（35K03）が異なっ

ています。 

 

Ｂ．特別小売の追加料金 

 「その他の小売等役務」（35K99）を指定する場合、指定した「その他の小売等役務」が対応する商品の類

似群の数が2を超えれば、類似群の数3ごとに3,000円が加算されます。 

 

Ｃ．上申書作成料（２以上の小売等役務） 

 類似群コード（35K○○）が異なる小売等役務を2以上指定する場合、指定した小売等役務ごとに商標を使用

する意思を有することを証明する必要があり、使用意思を証明するための上申書の作成料（30,000円）が別

途必要です。 

 

Ｄ．上申書作成料（総合小売等役務） 

 総合小売等役務(35K01）を指定している場合、総合小売等役務について証明するための上申書の作成

料（30,000円）が別途必要です。 

 

 

小売等役務の出願費用例 

 

例１．「被服の小売等役務（35K02）」及び「かばん類及び袋物の小売等役務（35K02）」を指定して出願する

場合の出願時に必要な費用は以下の通りです。 

 ※分類枠が異なり、類似群が同一の小売等役務を複数指定した場合。 

出願手数料  通常小売の追加料金  消費税  印紙  出願費 



 

2 

 

 

 

例２．「被服の小売等役務（35K02）」及び「時計及び眼鏡の小売等役務（35K17）」を指定して出願する場合

の出願時に必要な費用は以下の通りです。 

 ※分類枠及び類似群がともに異なる小売等役務を複数指定した場合。 

 

 

 

 

例３．「被服の小売等役務（35K02）」、「敷物の小売等役務（35K99,20C01）」を指定して出願する場合の出願

時に必要な費用は、例２の場合と同額（99,480円）です。 

 ※その他の小売等役務（35K99）に対応する商品の類似群が２以下の場合。 

 

例４．「被服の小売等役務（35K02）」及び「敷物の小売等役務（35K99,20C01）」だけでなく、「芳香剤の小売

等役務（35K99,04D02）」、「ウェットティッシュの小売等役務（35K99,19B38）」及び「犬用鎖の小売

等役務（35K99,19B33）」も指定して出願する場合の出願時に必要な費用は以下の通りです。 

 ※その他の小売等役務（35K99）に対応する商品の類似群が２を超えた場合。 

 

 

 

 

例５．「総合小売等役務（35K01）」及び「被服の小売等役務（35K02）」を指定して出願する場合の出願時に

必要な費用は以下の通りです。 

 ※分類枠及び類似群がともに異なる小売等役務を複数指定した場合であって、当該小売等役務に総合

小売等役務(35K01)が含まれる場合。 

 

 

 

 

 

小売等役務の分類枠 

 

３５Ｋ０１（総合小売等役務） 

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０１ 

 

３５Ｋ０２ 

織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（１６Ａ０１・１７Ｃ０１） 

48,000円 ＋ (2－1)×3,000円 ＋ 4,080円 ＋ 12,000円 ＝ 67,080円 

例１の費用  上申書作成料  消費税  出願費 

67,080円 ＋ 30,000円 ＋ 2,400円 ＝ 99,480円 

例２の費用  特別小売の追加料金  消費税  出願費 

99,480円 ＋ 3,000円 ＋ 240円 ＝ 102,720円 

例２の費用  上申書作成料  消費税  出願費 

99,480円 ＋ 30,000円 ＋ 2,400円 ＝ 131,880円 
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被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（１７Ａ０１・１７Ａ０２・１７Ａ０３・１７Ａ０４・１７Ａ０７） 

 

おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（１７Ａ１０） 

 

履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（２２Ａ０１・２２Ａ０２・２２Ａ０３） 

 

かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（２１Ｃ０１） 

 

身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０２（１７Ｂ０１・１９Ｂ２３・２１Ａ０１・２１Ａ０２・２１Ａ０３・２１Ｂ０１・２１Ｆ０

１・２２Ｂ０１・２２Ｃ０１） 

 

３５Ｋ０３ 

酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（２８Ａ０１・２８Ａ０２・２８Ａ０３・２８Ａ０４） 

 

食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ａ０１） 

 

食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ａ０１） 

 

野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ｄ０１・３２Ｅ０１） 

 

菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３０Ａ０１） 

 

米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３３Ａ０１・３３Ａ０３） 
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牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３１Ｄ０１） 

 

清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（２９Ｃ０１） 

 

茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（２９Ａ０１・２９Ｂ０１） 

 

加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ｆ０１・３２Ｆ０２・３２Ｆ０３・３２Ｆ０４・３２Ｆ０５・３２Ｆ０６・３２Ｆ０

７・３２Ｆ０８・３２Ｆ０９・３２Ｆ１０・３２Ｆ１１・３２Ｆ１２・３２Ｆ１３・３２Ｆ１４・３２

Ｆ１５・３２Ｆ１６・３２Ｆ１７） 

 

氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（２９Ｄ０１） 

 

調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３１Ａ０１・３１Ａ０２・３１Ａ０３・３１Ａ０４・３１Ａ０５） 

 

ホップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３１Ａ０６） 

 

香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３１Ｂ０１） 

 

食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３１Ｃ０１） 

 

卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ｂ０１） 

 

糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ｄ０２） 

 

茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 
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３５Ｋ０３（３２Ｄ０３） 

 

コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０３（３２Ｄ０４） 

 

３５Ｋ０４ 

自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０４（１２Ａ０５） 

 

３５Ｋ０５ 

二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０５（１２Ａ０６） 

 

自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０５（１２Ａ０６） 

 

３５Ｋ０６ 

家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０６（２０Ａ０１） 

 

建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０６（２０Ａ０１） 

 

畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０６（２０Ｂ０１） 

 

３５Ｋ０７ 

葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０７（２０Ｆ０１） 

 

３５Ｋ０８ 

電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０８（１１Ａ０１・１１Ａ０２・１１Ａ０３・１１Ａ０４・１１Ａ０５・１１Ａ０６・１１Ａ０

７・１１Ａ０８・１１Ｂ０１・１１Ｃ０１・１１Ｃ０２・１１Ｄ０１） 

 

３５Ｋ０９ 
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手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０９（１３Ａ０１・１３Ａ０２・１３Ａ０３・１３Ｂ０１・１３Ｂ０２・１３Ｂ０３・１３Ｂ０

４・１３Ｃ０１・１３Ｃ０２） 

 

台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ０９（１９Ａ０１・１９Ａ０２・１９Ａ０３・１９Ａ０４・１９Ａ０５・１９Ａ０６・１９Ａ０

７） 

 

３５Ｋ１０ 

薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１０（０１Ｂ０１・０１Ｂ０２・０１Ｃ０１・０１Ｃ０２・０１Ｃ０３・０１Ｃ０４） 

 

化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１０（０４Ａ０１・０４Ｂ０１・０４Ｃ０１） 

 

３５Ｋ１１ 

農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１１（０２Ａ０１・０９Ａ４１・０９Ａ４２・０９Ａ４３・０９Ａ４４・０９Ａ４５・０９Ａ４

６・０９Ａ４７・０９Ａ４８・０９Ａ５ ９・３３Ｂ０１・３３Ｃ０１・３３Ｄ０１） 

 

花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１１（３３Ｄ０１） 

 

３５Ｋ１２ 

燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１２（０５Ａ０１・０５Ａ０２） 

 

３５Ｋ１３ 

印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１３（２６Ａ０１） 

 

紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１３（２５Ａ０１・２５Ｂ０１） 

 

３５Ｋ１４ 

運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１４（２４Ｃ０１・２４Ｃ０２・２４Ｃ０３・２４Ｃ０４） 
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おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１４（２４Ａ０１・２４Ｂ０１・２４Ｂ０２） 

 

３５Ｋ１５ 

楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１５（２４Ｅ０１・２４Ｅ０２） 

 

３５Ｋ１６ 

写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１６（１０Ｂ０１・１０Ｅ０１） 

 

３５Ｋ１７ 

時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１７（２３Ａ０１・２３Ｂ０１） 

 

３５Ｋ１８ 

たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１８ （２７Ａ０１・２７Ｂ０１） 

 

３５Ｋ１９ 

建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ１９（０７Ａ０１・０７Ａ０２・０７Ａ０３・０７Ａ０４・０７Ａ０５・０７Ａ０６・０７Ａ０

７・０７Ａ０９・０７Ｂ０１・０７Ｃ０１・０７Ｄ０１・０７Ｅ０１） 

 

３５Ｋ２０ 

宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ２０（２１Ｄ０１） 

 

３５Ｋ２１ 

愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ２１ （３３Ｄ０２） 

 

３５Ｋ９９（その他の小売等役務） 

その他の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 

３５Ｋ９９ 

 


